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平成２５年（ワ）第１３５６号 九州朝高生就学支援金差別国家賠償請求事件 

原 告 甲ほか 

被 告 国 

意 見 陳 述 書 

 

２０１４年（平成２６年）３月２０日 

 

福岡地方裁判所小倉支部第３民事部 御中 

原告番号 ３８  

 

１ 私は高校に進学するとき、朝鮮高校か日本の高校のどちらに進学するか選ばな

ければなりませんでした。 

日本の高校を選べば金銭的な負担も減って、両親を少しだけ楽にさせる事が出

来るとも思いました。 

しかし、私は朝鮮高校に行く事にしました。その理由は自分が朝鮮人であり、

これからも日本で朝鮮人として生きていくためには自国の言葉や、歴史、文化な

どを学ぶことが大切だと考えたからです。 

２ 直訳すれば「私達の学校」という意味のウリハッキョ、朝鮮学校に通う生徒た

ちは皆、自分達の学校を指してこう呼びます。 

ここでウリハッキョについて紹介します。 

授業は日本語の授業以外はすべて朝鮮語で行います。ウリハッキョ独自の授業

としては国語（朝鮮語）、朝鮮史、朝鮮地理などがあります。その他日本語や日本

の歴史、社会、世界史、世界地理ついても学びます。 

行事では在日朝鮮人や日本の方々を招いて運動会や学園祭も行います。学園祭

では朝鮮舞踊、日本の琴にあたるカヤグムを弾いたりします。 

部活動では、私自身サッカー部と民族打楽器部に所属していたので日本の学校
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と試合をしたり、日本の学校から交流会に招かれ民族打楽器の演奏もして日本の

方々と交流を深めました。 

その他の部活動にはバスケットボール部、朝鮮舞踊部、カヤグム部、吹奏楽部、

美術部等があります。 

３ このようにウリハッキョでは朝鮮のことを勉強するとともに、日本の社会に貢

献できる大人に成長できるように、日本と朝鮮が今よりももっと仲良くできるよ

うに努力してきました。 

それなのに、私達は高校無償化の対象からはずされました。初めてこの事をニ

ュースで知った時、私はとても腹が立ちました。 

「なんで私たちだけがこのような差別を受けるのか。勉強したり成長したりす

る機会は、日本に住むすべての高校生に、国籍に関係なく与えられるべき権利で

はないのか」と思いました。 

４ 私たちの両親は、納税をはじめとする日本に住む上での義務をきちんと果たし

ています。しかし、それにともなう権利が与えられませんでした。 

義務の面では「国民」として扱い、権利の面では「国民」とは区別し差別して

います。 

国は無償化の対象から除外する理由について、「教育カリキュラムに問題があ

る」と説明していましたが、朝鮮人である私たちが自分の国について勉強するこ

とに問題があるのでしょうか。自分の国について勉強することは当たり前だと私

は考えています。教育レベルも英検２級、漢検２級合格者も多数いますし、日本

の大学に進学する人もたくさんいるので、日本の高校にも負けていないと思いま

す。日本社会で活躍している先輩たちの姿が何よりの証拠です。 

５ 私は、過去の歴史を理解しあって日本の人達と仲良くして行きたいと思ってい

ます。朝鮮人と日本人はそのルーツは少しだけ異なるかもしれません。 

しかし、朝鮮高校に通う私達と日本の高校の生徒はどちらも自分の国の言葉、

歴史、文化を学ぶという点では同じ高校生です。朝鮮籍を持ちながら日本の高校



 3

に通う人もいれば、日本籍で朝鮮高校に通う人もいます。 

そして、私達は、自分の住んでいる北九州や福岡、九州、日本に、強い愛着が

あります。高校野球や高校サッカーの全国大会などをテレビで見るときは福岡県

代表や九州各県の代表を自然に応援しますし、オリンピック、サッカーなどの世

界大会で日本代表が試合をしていれば、対戦相手が朝鮮でない限り、自然と日本

代表を応援します。私たちは、お好み焼きやラーメン、から揚げを食べ、日本の

バラエティ番組を見て笑っています。北九州で学び、体を動かし、友達とけんか

をしたり失恋をしながら成長している点で、日本の高校生と全く違いはないと思

っています。 

それなのに私達だけ、ウリハッキョだけがこういう差別にあうのは本当に許せ

ません。 

６ 私は自分を育ててくれたウリハッキョ、そして在日1世、2世の方々が守ってき

てくれた同胞社会に感謝していますし、日本で社会に貢献していきたいと考えて

います。 

在日１世、２世の先輩たちは過去に「通学定期券の割引」や、「高体連加盟」な

ど、数多くの権利を獲得するために努力してくれました。 

このまま今回の高校無償化問題を見過ごしては、今まで努力してくれた先輩た

ちに申し訳ないと思いました。 

私は、その先輩たちに恩返しするために、今回原告となり、裁判に立ちあがり

ました。 

私たちは単純にお金が欲しい訳ではありません。前でも述べたように、ただ日

本の高校生と同じように扱ってもらいたいだけです。 

私はこれからも当たり前に成長する権利を得るために、また後輩たちのために

がんばります。 

以上 


